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○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
（
自
分
以

外
）
の
行
為
が
原
因
で
負
傷
等
を
し
た

場
合
、
加
害
者
が
被
害
者
の
医
療
費

を
負
担
い
た
だ
く
の
が
原
則
で
す
。
こ

の
場
合
、
被
害
者
が
保
険
証
を
使
う
と

き
に
は
法
令
に
基
づ
き
届
け
出
が
必

要
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
に
ご
加
入
の
方
で
、
第
三
者
行
為
に

よ
り
負
傷
等
を
し
、
保
険
証
を
使
用
す

る
（
使
用
し
た
）
場
合
は
、
速
や
か
に

町
民
税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
第
三
者
行
為
と
は

・
相
手
が
い
る
交
通
事
故

・
他
人
の
犬
に
噛
ま
れ
た
、
他
人
に
殴

ら
れ
た 

な
ど

○
こ
の
よ
う
な
場
合
も
届
け
出
が
必

要
で
す

・
誰
か
が
運
転
す
る
車
に
同
乗
中
の

自
損
事
故

・
ご
自
身
の
過
失
が
大
き
い
事
故

・
相
手
が
不
明
の
事
故

○
保
険
証
が
使
え
な
い
と
き

・
業
務
上
の
負
傷
や
病
気
（
労
災
保
険

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
）

・
相
手
と
取
り
決
め
や
示
談
を
し
て
し

ま
っ
た
場
合
（
示
談
内
容
に
よ
り
ま

す
。
）

・
け
ん
か
や
泥
酔
に
よ
る
傷
病
等

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
は
、
口
座
振
替
へ
切
り
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
１
月
31
日
㈫
ま
で
に
手
続
き
を
さ

れ
ま
す
と
、
４
月
分
の
年
金
か
ら
の
支

払
い
が
中
止
さ
れ
、
７
月
か
ら
口
座
振

替
に
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
の
ご
依
頼

が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
併
せ
て
手

続
き
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
前
述
の
期
限
を
過
ぎ
て
手
続

き
を
さ
れ
た
場
合
は
、
６
月
分
以
降
の

年
金
か
ら
中
止
さ
れ
ま
す
。

※
す
で
に
変
更
の
申
し
出
を
さ
れ
て
い

る
方
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
マ
ル
福
と
は
、
小
児
・
妊
産
婦
・
ひ

と
り
親
・
重
度
心
身
障
害
者
が
医
療

機
関
に
か
か
っ
た
場
合
の
医
療
費
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
要
件
に
該
当

す
る
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
な
い
方

は
お
申
出
く
だ
さ
い
。

○
小
児

　
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
方
（
18
歳

に
到
達
し
た
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
対
象
）

○
妊
産
婦

　
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方

○
ひ
と
り
親

　
18
歳
未
満
の
子
と
そ
の
親
、
20
歳

未
満
の
一
定
の
障
害
を
持
つ
子
と

そ
の
親
、
配
偶
者
が
重
度
心
身
障

害
者
で
あ
る
方
及
び
そ
の
子

○
重
度
心
身
障
害
者

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
交

付
を
受
け
た
方
、
身
体
障
害
者
手

帳
３
級
の
内
部
障
害
の
交
付
を
受

け
た
方
、
知
能
指
数
が
35
以
下
と

判
定
さ
れ
た
方
、
身
体
障
害
者
手

帳
３
級
か
つ
知
能
指
数
50
以
下
の

交
付
を
受
け
た
方
、
障
害
年
金
１

級
に
該
当
さ
れ
た
方
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
１
級
の
対
象
と
な
っ
た

方
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
方

　
な
お
、
所
得
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
に
実
施
さ
れ
る
「
令
和
５
年

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」（
総
務
省
統

計
局
所
管
）
を
円
滑
か
つ
正
確
に
実
施

す
る
た
め
、
２
月
１
日
か
ら
２
月
９
日

ま
で
の
間
に
、
茨
城
県
知
事
が
任
命
し

た
指
導
員
が
調
査
区
域
を
巡
回
し
、
住

戸
の
数
・
所
在
等
を
確
認
し
ま
す
。
確

認
中
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、「
指

導
員
証
」
を
携
帯
し
た
指
導
員
が
お

住
ま
い
の
皆
様
に
伺
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
指
導
員
が
伺
っ
た
内
容
を
他
に

漏
ら
す
こ
と
は
統
計
法
に
よ
り
固
く

禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
安

心
し
て
ご
回
答
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
　
政
策
Ｇ

　
☎

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

　
令
和
５
・
６
年
度
の
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

追
加
受
付
を
実
施
し
ま
す
。

○
受
付
期
間

　
１
月
４
日
㈬
～
20
日
㈮

○
受
付
方
法
　
郵
送
の
み

○
そ
の
他

　
提
出
要
領
及
び
申
請
書
類
に
つ
い

て
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

相

談

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
い
た
だ
く
か
、
総
務

課
財
務
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
注
意
事
項

　
令
和
５
・
６
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
令
和
４
年
度
内
の
受

付
は
、
今
回
の
追
加
受
付
で
終
了

と
な
り
ま
す
（
令
和
５
年
度
以
降

の
追
加
受
付
に
つ
い
て
は
、
確
定
次

第
広
報
ご
か
及
び
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　
財
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
１
４
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
・
福
祉
・
教
育
・

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
相
談
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎

（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

生
活
相
談

医
療
福
祉
費
支
給
制
度

（
マ
ル
福
）に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
、後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
第
三
者

行
為
に
よ
る
被
害
届

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
方
法
は
選
択
で
き
ま
す

令
和
５・６
年
度　
五
霞
町
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請（
追
加
受
付
）に
つ
い
て

統
計
調
査
実
施
に
伴
う

ご
協
力
の
お
願
い


